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※提出書類に関する注意事項等【建設工事】 

 

添付書類 注意事項 発行機関 

Ｎｏ．20 

【経営規模等評価結果通

知書及び総合評定値通

知書】 

  

 

 

・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の

加入の有無について、「その他審査項

目(社会性等)」により確認します。 

・申請する業種については、総合評定値

の通知を受けていることが必要。 

 

 

 

許可行政庁 

Ｎｏ．21 

【建設業許可証明(確認)

書】 

又は 

【建設業許可通知書】 

           

 

 

・別表(「希望工事一覧表」)中の申請す

る「希望工事の種別」に対応した「建

設工事の種類」について、許可行政庁

等が発行する建設業許可証明書叉は建

設業許可確認書を貼付すること。令和

７年１２月１９日現在有効な建設業許

可通知書で代用可。 

 

 

 

許可行政庁等  

大阪府の場合 

咲洲庁舎 

06-6210-9735 
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◆その他の注意事項（建設工事） 

◇経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書は、最新の通知が届き次第速やかに

貼付してください。 

◇河内長野市建設工事等請負業者選定要綱(平成１９年河内長野市要綱第５１号）に基

づく格付については、建設業法第２７条の２３に基づく経営事項審査の総合評定値

（Ｐ点）を基準に格付けを行います。格付対象業種は、土木一式工事、建築一式工事、

舗装工事、配給水管工事です。 

◇令和３年４月１日から配給水管工事の建設工事の種類を「土木一式工事」から「水道

施設工事」へ変更しています。これに伴い次の取り扱いが変わっています。 

・特定建設業許可      土木工事業  ⇒ 水道施設工事業 

・配置技術者の資格要件   土木一式工事 ⇒ 水道施設工事 

・経営事項審査の総合評定値 土木一式工事 ⇒ 水道施設工事 

※建設工事の競争入札参加資格審査申請において、希望工事の種別としての配

給水管工事の名称及び必要な建設業許可等登録要件の変更はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 希望する工事種別は別表の「希望工事一覧表」のとおりとし、希望工事の種別は第４

希望まで選択することができます。 

 

 希望種別及び順位は、有資格者名簿の有効期間内は変更はできません

のでご注意ください!! 
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別 表  

希 望 工 事 一 覧 表                        

 

00101 土木工事（土木一式工事） 

00102 土木工事（とび、土工、コンクリート工事） 

00206 舗装工事（ほ装工事） 

00401 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工事（土木一式工事） 

00402 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工事（とび、土木、コンクリート工事） 

00508 電気設備工事（電気工事） 

00609 冷暖房衛生設備等工事（管工事） 

00610 冷暖房衛生設備等工事（熱絶縁工事） 

00702 交通安全施設工事（とび、土木、コンクリート工事） 

00712 交通安全施設工事（塗装工事） 

00803 建築工事（石工事） 

00804 建築工事（タイル、れんが、ブロック工事） 

00813 建築工事（建築一式工事） 

00814 建築工事（大工工事） 

00815 建築工事（左官工事） 

00816 建築工事（防水工事） 

00817 建築工事（内装仕上工事） 

00818 建築工事（建具工事） 

00819 建築工事（清掃施設工事） 

00820 建築工事（屋根工事） 

00821 建築工事（消防施設工事） 

00921 機械器具設置工事（機械器具設置工事） 

01012 塗装工事（塗装工事） 

01122 浚渫工事（しゅんせつ工事） 

01223 通信設備工事（電気通信工事） 

01324 造園工事（造園工事） 

01525 さく井工事（さく井工事） 

01605 配給水管工事（水道施設工事） 

01727 遊具等設置工事（造園工事） 

01801 防球ネット設置工事（とび、土木、 

コンクリート工事） 

01901 管更生工事（管工事） 

02001 文化財発掘工事（土木一式工事） 

02101 水道施設工事（水道施設工事） 

02201 鋼構造物工事（鋼構造物工事） 

02301 解体工事（解体工事） 

※01605 配給水管工事については、土木一

式工事、管工事、水道施設工事のすべての

許可を有し、かつ、給水装置工事主任技術

者の資格を有する者を雇用していることが

必要です。 

 

（令和５年度以前との変更点） 

※土木工事（とび）と建築工事（とび）を

合わせて、00102 土木工事（とび、土工、

コンクリート工事）に統一しました。 

 

※建築工事（建築一式工事）とプレハブ建

築工事（建築一式工事）を合わせて、00813 

建築工事（建築一式工事）に統一しまし

た。 

 

※鋼構造物工事と鋼橋上部工事を合わせ

て、02201 鋼構造物工事（鋼構造物工事）

に統一しました。 


